
ー

　　　　　　　　　　　　　

１

　

適合証明手数料

　　

２０２５．４．１以降着工の改正法対応用

　

新手数料

別表１

　　　　　　

戸達住宅；（戸当たり）
【１

　

設計検萱

　

… 手数料は，

　

ｄ＋ｂ

（基準法特例ありを含む。）
フラット十鯨α；２

　　　

箱

　　　　

要

フラット３５：ａ

　　　　　

維持保全型：ｂ

　　　　　

１２，０００

　　　　　

６，０００ 維持ｆ保全型を選択しない場合は、ａのみの
金額とします。

　　　　　

６，０００

　　　　　

６，０００

フラット３５Ｓ 基本料金：ａ

　　　　　　　

バリアフリー‐渋

　　　　　

タ 耐久性‐可変性

　　　

イ

　　　

プ

　　　　　　

別

　

両推定すま

　　　

力￥

　　　　　　

ｂ

　

省エネ性

　　　　　　　

（ＺＥＨ含む。）

　　　　　

１２，０００

　　　　　

６，０００
以下の摘要は、フラットの当該基準を確認
できる場合に限ります。

足り

バリアフリー‐渋
耐久性‐可変性

　　　　　

１７，０００

　　　　　

１７，０００ 自社交付の長期優良住宅を活用した紹・合は、ａ
のみの全額とします。（パリァ７リ一生ェを除く。）

両推定性

　　　　　

２０，０００

　　　　　

２０，０００
自社交付の確認、性能評価（長′期）で構造
計算書を活用した場合、ａのみの金額とし
ます。

省エ三隆
（ＺＥＨ含む。）

　　　　　

３４，０００

　　　　　

１４，０００
目辻交付の低炭素、性能向上、ＢＥＬＳ、省エネ通
判、性能評価（長期）を活用した場合は、ａの
みの金額とします。

【２

　

中間検萱Ｉ

（益‐地誌特例ありを含む。）
フラット十中間検査

　　　　

摘

　　　　

要

フラット３５

　　　　　

１７，０００

　　　　　

１１，０００
フラット３５Ｓ

　　　　　

２６，０００

　　　　　

ェ２．００〇

（基準法特例ありを含む。）
フラット十完了枝衣

　　　　　　　

揃

　　　　

－〆÷

フラット３５

　　　　　

２５，０００

　　　　　　

９，０００
フラット３５Ｓ 基料斗金：ｄ

　　

字脅え産ま誓三陸

　　　

プ

　　　　　　

別 耐′陰性

　　　

加

　　

；筈誓発議む。）

　　　　　

１７・０００

　　　　　　

６，０００

タ
イ
プ
別
加
鉢
ｂ

耐久性‐可変・性

　　　　　

８，０００

　　　　　

Ｓ，０００

耐震性

　　　　　

８，０００

　　　　　　

７，０００

名、エネゞ性
（ＺＥＨ含む。）

　　　　　

Ｓ，０００

　　　　　

３，０００

４

　

竣工渚特例］ … 手数料は，（３＋ｂ）の合計頭です。

　　　　　　

（単位：円、消費税込）

（基準法特例ありを含む。）
フラット十確認・完了検査 福

　　　　

要

設計検査：ａ （上記「１

　

設；＋検査」による） （上記「１

　

設計桂玉」による）

竣工検査：ｂ

　　　　　

２７，０００

　　　　　

１６，０００

、 －

　　　　　　　　　

－

　　　　

”′，Ｍ

　　　　

Ｉ

中古住宅

　　　　

１

　

６８．剛 （９３回

　

扇ぎ 内はリフ；トーム付きの

注１） ２～４までの現場検査においては、次表の逆距離加算を加算します。 （確認検査がある場合は、除く。）

（単位：円、消費税込）
建築場所

　　　　

ｌ
三次市・庄原市

　　

１

　　　　

４，ｏｏｏ
六崎上島

　　　　

ｌ

注２） 軽微な変更の場合（誤記の 正を除く。）は、３，０００円（税込）とします。
桂３） 再交付手数料は、１通につき３，０００円（税込）とします。
桂４） 住宅性能評価を活用した検査省略は、お問い合わせください。
注５） 共同住宅等に係る手数料は、別途、兄積とします。（別表２，３）
珪６） この手数料は、令和７年４月１日から適用します。 （４八以降着工の改正法対応分から）

※別表２及び３は、別途兄積りとします。

２ｏ２５．３．３．以前者ェの旧法対応用

　

旧手数料
適合証明業務手数料

別表１

　

戸建住宅（戸当り） （単位：円

種別 条件

　　

手 兆斗
備考‐設計 中間 竣工 合計

フラット３５
適合証明のみ
適合証明十確認
適合証明十設計評価（※１）
適合証明十設計評価（※１）十建設評価（※２）又は確認
適合証明十確認十設計評価（※１）十建設評価（※２）
設計検査省略

　　　

（※１）
設計・中間検査省略 （※２）

３８，０００
３３，０００
５，０００
５，０００
５，０００

１４．０００
９，０００
９，０００
５，０００
３，０００
３，０００

２３，０００
１３，０００
１２，０００
５，０００
５，０００
５，０００
５，０００

７５，０００
５５，０００
２６，０００
１５，０００
１３，０００
８，０００
５，０００

注１ 御」表１下欄参照以下共通）

※１

　

フラット３５の基準に適合する内容で設計性

　

能評価を受けるもの
※２

　

フラット３５の基準に適合する内容で建設性

　

能評価を受けるもの

特例
（竣工済）

適合証明のみ

適合証明十確認

（※５）

　

３８，０００
（※５）

　

３３，０００

　

２３，０００
（※６）

　

１６，０００

６１ー０００
※

　

フラクト３５Ｓ幌歳を除く）の煤場合は３，と同額
とする。

※６

　

フラット３５Ｓ

　

幌震を除く）の幾持合は１９，０００

　

円。

フラット３５ｓ
（金利Ａタイ
プ）
（金利Ｂタイ
フ．）
（ＺＥＨ）

適合証明のみ

　

注２
・〈省エネ性①又はＺＥＨ審査〉
．〔耐震等級審査②〕注３
適合証明十確認

　

注２
・〈省エネ性①又はＺＥＨ審査〉
．師，媛等級審査②〕注３
適合証明十設計評価
適合証明十設計評価（※３）十建設評価（※４）又は確認
適合証明十砿祷認十設計評価（※３）十建設評価（※４）
設計検査省略 （※３）
設計・中間検査省略 （※４）

〈３８，０００〉
〔５４，０００〕

　

４７，０００
く３３，ｏｏｏ＞
〔４９，０００〕

　

５′０００

　

５，０００

　

５，０００

２１，０００
２１，０００
２１，０００
ｌｏ・０００
ｌｏ’０００
ｌｏ’０００
ｌｏ’０００
５′０００
３，０００
３ｒｏｏｏ

２３，０００
２３，０００
２３，０００
１４，０００
１３，０００
１３，０００
１４，０００
５，０００
５，０００
５，０００
５，０００

８２，０００
９８，０００
７１’０００
５６，０００
７２，０００
２９，０００
１５，０００

※３

　

フラット３５Ｓ（企利Ａタイプ）（金利Ｂタイプ）の基

　

準に適合する内容で設計性能評価を受け

　

るもの
※４

　

フラット３５Ｓ（金利Ａタイプ）（金利Ｂタイプ）の基

　

準に適合する内容で建設性能評価を受け

　

るもの

中古住宅
５７，０００ ※

　

リフ才一ム付

　

十２１，０００円
※

　

建設評価併用の場合は別途見積りにより

　

減額します。

以下

　

省略

　　　　

】で省エネ性（【ＺＥＨ】を含む。）を選択する場合：
・「認定低炭素住宅」・「性能向上計画認定住宅」・「ＢＥＬＳ評価書日工「滴合証明のみ’では‐１０．０００円‐「滴合評

注１． 場合は

　

設計検査に限り次のとおり取り

別表２

　

共同住宅

種蛎－」 条件 手数料
備考‐設計 竣工

１・フラット３５ 適合証明のみ
適合証明十確認
適合証明十設計評価
適合証明十設計評価十建設評価又は］浦認
適合証明十確認十設計・建設評価
設計検査省略 （※１）
設計・中間検査省略 〔※２）

１２６，０００
２１，０００
１６，０００
１６，０００

９４，ｏｏｏ十（Ｎ×４，０００）
８，ｏｏｏ十（Ｎ×２，０００）
４７，０００十（Ｎ×４，０００）
８，ｏｏｏ十（Ｎ×２，０００）
８，０００十（Ｎ×２，０００）
８，００肝（Ｎ×２，０００）

　　　

（Ｎ×２，０００）

注３

　

鋸－」表２下欄参照以下共通）
注５

　

手数料に省エネ審査料を加算

※１フラブト３５Ｓの基準に適合する内容で設計性能評価を受

　　

けるもの
※２フラブト３５Ｓの基準に適合する内容で建設性能評価を受

　　

けるもの
２．フラット３５ｓ 適合証明のみ

適合証明十確認
適合証明十設計評価
適合証明十設計評価十建設評価又は確認
適合証明十確認十設計・建設評価
設計検査省略 （※３）
設計・中間検査省略 （※４）

１２６′０００
２１，０００
１６，０００
１６，０００
ｌｏ・０００

９４，０００十（Ｎ×４，０００）
８，ｏｏｏ十（Ｎ×２，０００）
４７，０００十（Ｎ×４，０００）
８，００針（Ｎ×２，０００）
８，０００十（Ｎ×２，０００）
８ｏｏ十（Ｎ×２，０００）

　　　

（Ｎ×２，０００）

注４
注５

　

手数料に省エネ審査料を加算

※３フラット３５Ｓの基準に適合する内容で設計性能評価を受

　

けるもの
※４フラット３５Ｓの基準に適合する内容で建設性能評価を受

　　

けるもの

（フラット３５）
５２，ｏｏｏ十（Ｎ×９，０００） ※

　

建設評価併用の場合は別途見積りにより減額します。

４．一括型（登録
マンション）（フ
ラット３５）

適合証明のみ
適合証明十確認

１３３，０００
２１，０００

８８，ｏｏｏ十（Ｍ×１，５００）
７，０００十（ＭＸ１，５００）

注５

　

手数料に省エネ審査料を加算
※

　

評価併用の場合は別途見積りにより減額します。

５．一括型（登録
マンション）
（フラット３５Ｓ）
（ＺＥＨ）

適合証明のみ
適合証明十確認

１３３，０００
２１，０００

８８，００肝 似［×１，５００）
７，０００十（ＭＸ１，５００）

注５

　

手数料に省エネ審査料を加算
※

　

評価併用の場合は別途見積りにより減額します。

墓 溺没罰 噂．１

　

以下省略

　

ｌ
注３

　

当社の交付した又は交付に基づいた次の書類の写しを添付する場合は、設計検査に限り次のとおり取り扱います。
（フラット３５ｓ）で省エネ性を選‐択する場合

　　　

：・「認定低炭素住宅」、「性能向上計画認定住宅」は、「適合証明のみ」では、４７，０００円、「適合証明十砿認」


